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子どもの自己肯定感と安心

一埼玉県子どもの安心 と救済 に関する実態・ 意識調査報告 一

内 田 塔 子（東洋大学）

虐待 ・ い じめ・不 登校・ 非行 とい った、子 ど もが直面 す る問題 の現状 と、地域 に置 か れる相 談機関 ・救済 制度の認 知・利用 状況 を知 るた

めに、20 05 年 5 月か ら6 月に かけて、埼 玉県 のお とな（18 歳以上 ）と子 ど も（1 1歳～ 17 歳）あ わせ て約 10 ，0 00 人 を対象 に 、「子 ど もの安心 と救

済に関 する実態・ 意識調査 」 が実施 された。（調査 主体 ：子 ど もの権 利条 約総合研 究所 、猪協大学 子 ど も リーガル セン ター推進 室委託調査 ）

この調 査で は、子 どもが 安心 して 充実 した 日常 生活 を送 れ

ている かど うか を見る ため に 、子 ども 自身の 自己肯 定感の 有

無を指標 と して設 定 してい る。 調査 結果 の 中か ら、 自己肯 定

感のあ る子 ども とない子 どもの違 いに着 目 して 、（D 日常生 活

（ 訂身近 な人 間関係 ③悩 ん だ り傷 つ いた り した経 験 （彰そ の

ときの解決方法 ⑤相談機関・救済制度への希望や必要性の

認識について、紹介する。

回 収 結 果 単位 ：（人）

1 ．子どもの自己肯定感

「自分 の ことが好 き だ」 とい う項 目 に 「そ う思 う」 と回 答

する子 ど もは 1 7 ．4 ％ （「まあ そ う思 う」 3 7 ．4 ％ ）、「そ う思

わな い」 と回答 す る子 ども は 1 6 ．1 ％ であ った （「あ ま りそ う

思わない」2 7 ．3 ％）。

自分 の ことを 肯定

的に提 えて いる子 ど

もと、捉 え てい ない

子どもを比較すると、

次のよ うな 点で 違 い

が見 られ る 。（な お、

分析 にあ た っ て は 、

違いを よ り鮮明 にす

るため に、 自己肯 定

感の 高 い子 ども と し

て「そ う思 う」 と回

答した子 ども、 自己

肯定感の低い子ども

自分 の こ と が好 き だ

1 ．8

．4

‾‾ ‾ ‾ ‾ ● ‾ ‾ ‾ ‾ ● ‾ ‾ ‾ lそう 思 う ・

まあ そ う 思 う

：田 あ ま りそ う思 わ な い ：

：■ そ う思 わ な い ：

：口 無回答 ：

として 「そ う思わ ない」 と回答 した子 ども のみ を対象 と して

いる 。）
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子ど もの権 利 条 約 第 8 4号 ・ 200 6年 7 月15 日号

調　 査 対象 数 回収数 回収率

子 ども 5 ，0 0 8 4 4 7 8 ．9 ％

お とな 5 ，0 2 2 6 1 1 1 2 ．2 ％

合　 計 1 0 ，0 3 0 1 ，0 5 8 1 0 ．5 ％



（ 1 ）自己肯定感の低い子 どもは「学校の勉弓垂」に対する積

極 的な姿 勢 が弱 く「受験・ 進路 」 にス トレスを感 じる割 合

が高い

自己肯定感の低い子どもは、自己肯定感の高い子 どもと比

べて 、「学校 の 勉 強」 に 打ち こんで い る と回答 す る 割合 が 低

く、（高い子ども4 8 ．7 ％、低い子ども 2 6 ．4 ％）、「受験・進

路」 に疲れ や不 安を抱 えて いる割合 が高い （高い子 ども

2 0 ．5 ％、低い子ども 5 0 ．0 ％）。

そのほか、「運動会・体育祭」「発表会・文化祭」「おけい

こ・習 い ご と」「塾の 勉 強」 と い った 項 目に つ いて も 、 自己

肯定感 の低 い子 ども は、高 い子 ども に比 べ 、打ち こん でい る

と回答 す る割 合 が低 い 。逆 に 、「や りが いを 感 じて い る こと

はな い」 と回答 す る割合 が 高い （高 い子 ども －3 ．8 ％ 、低 い

子ども － 1 8 ．1 ％）。

自己肯 定 感が高 い か低 いか とい う問題 と 、日常 生活 に おけ

るさ まざ まな活動 への 取 り組み 姿勢 との 間 に、何 らかの 関係

がある ことが うかが える。

（ 2 ）自己肯定感の低い子どもの方が、「何でも話せると思え

る人 」「自分 を大 切 に思 って くれ て い る と思 う人 」 と して

あげる割合が低い

さ らに、自己肯定 感の低 い子 ども は、高 い子 ども に比 べて 、

親・兄弟姉妹・祖父母・友だち・担任の先生 といった身近な

人間関係 に つ いて 、「何 で も話 せ る人 」 と して あ げる 割合 が

』

％

60
50
40

30

20
川

0

打ちこんでい ること一学校 の勉 強

全
体

そ そ ま

う う あ

雪 雪

自分 の こ と が 好 きだ

あ

ま

り

そ

■つ

思

わ

な

い

そ
う
思
わ
な

い

疲れ るこ と・ 不安 に思 うこと一受験・進路

％

60
50
40
30
20
柑
0

全
体

そ そ ま

う う あ

雪 雪

自分 の こ と が 好 き だ

あ

ま

り

そ

、つ

思

わ

な

い

そ
う
思
わ

な

い

低い 。 同 様 に 、「自分 を 大 切 に思 って くれ て い る と思 う人 」

として あげる 割合 も低い 。

子 どもが自己肯定感を持ちうるか否かが、身近な人間関係

にお いて信 頼 しあ える関係 性 を築 けて いる か どうか と、 関わ

りがあ る ことが うかがえ る。

「 何 で も話 せ る人」

子どもの権利条約 第 84 号・ 2 00 6年 7 月15 日号

＜ 子 ど も の 自 己 肯 定 感 男lJ＞ ク ロ ス 集 計 結 果
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「自分 を大 切 に 思 っ て くれ て い る と思 う人 」

＜ 子 どもの 自己肯 定感別 ＞ク ロス集 計結果

（ 3 ）自己肯定感の低い子 どもは、身近な人間か らの傷つき

体験が多い

親や先生などの身近な人間から身体的にあるいは精神的に

傷つけられた経験の有無を比較すると、自己肯定感の低い子

どもは 、高 い子 ども に比 べ て 、「親 か らた た かれ る・ な ぐ ら

れる」（高い子 ども 1 0 ．3 ％、低い子 ども 1 6 ．7 ％）、「先生か

ら心 を傷 つ け られ る吉 葉 を いわ れ る 」（高 い 子 ど も 7 ．7 ％ 、

低い子 ども 1 3 ．9 ％ ） 経験 を多 く して いた 。 同様 に 、 自己肯

定感の低い子どもは、高い子どもに比べて、友だちから心を

傷つ け られ る言 葉 をいわ れた 経験 が多 くあ った （高 い子 ど も

2 5 ．6 ％、低い子ども3 4 ．7 ％）。

親か ら た た か れ る・ な ぐ られ る

％

20

15

川

5

0
全
体

そ そ ま 思 あ
う う あ わ ま

雪 雪 祭写

フ

自分 の こ と が好 き だ

そ
う
思

わ
な

い

先生 に心 を傷 つ け られ る言 葉 を い わ れ る

％

25

20

柑

10

5

0
全
体

そ そ ま 思 あ
う う あ わ ま

雪 雪 祭 写

つ

自分 の ことが好 きだ

そ
う
思
わ
な

い

友だ ちや 先 生 に 心 を傷 つ け られ る こ と をい わ れ る

％

50

40

30

20

10

0

2 7 ．3 2 8 ．7

全そ そ ま 思 あ
体う う あ わ ま

雪 雪 祭写

つ

自 分 の こ と が好 き だ

そ
う
思
わ
な

い

子どもの権利条約 第 8 4号・ 200 6年 7 月15 日号

』

調

査

数

親 兄

弟

姉

妹

祖

父

母

友

だ

ち

生 校

長

先

生

教

頭

先

担

任

の

先

生

保

健

室

の

先

生

頼 ク

間 ラ

の プ

先 ・

生 部

活

動

の

導 生

の 徒

先 指

生 導

生

活

指

校

内

の

相

鼓

貞

全　 体 44 7

1 0 0 ．0

3 8 6

8 6 ．4

2 1 6

4 8 ．3

2 4 1

5 3 ．9

2 8 4

6 3 ．5

3 3

7 ．4

9 9

2 2．1

2 6

5 ．8

5 8

1 3．0

1 1

2 ．5

6

l．3

そ う 思 う 78

1 0 0 ．0

7 4

9 4 ．9

5 1

6 5 ．4

4 9

6 2 ．8

6 1

7 8 ，2

1 6

2 0 ．5

3 1

3 9．7

1 2

1 5 ，4

1 8

2 3．1

4

5 ．1

1

1．3

ま あ そ う 思 う 16 7

1 0 0 ．0

1 5 4

9 2．2

8 8

5 2 ．7

1 0 6

6 3．5

1 1 2

6 7 ．1

1 3

7 ．8

4 3

2 5．7

8

4 ．8

2 1

1 2 ．6

5

3．0

2

1．2

あ ま り そ う 思 わ な い 12 2

1 0 0．0

9 9

8 1，1

5 2

4 2 ．6

5 9

4 8．4

7 5

6 1．5

1

0 ．8

1 6

1 3．1

4

3 ．3

1 4

1 l．5

2

l．6

3

2 ．5

そ う 思 わ な い 72

1 0 0．0

5 6

7 7．8

2 2

3 0 ．6

2 5

3 4，7

3 1

4 3 ．1

3

4 ．2

8

1 1．1

1

1 ．4

5

6 ．9

施 保

設 育

等 所

の ・

先 児

生 童

兼

謙

児

童

館

の

ス

タ

ツ

フ

ス 図

タ 事

ツ 館

フ ・

公

民

館

の

塾 ■

の

先

生 ■

先 フ フ

生 り リ

l l

ス ス

ク べ

l l

／レ ス

の ・

監 ス 習

督 ポ い

・ l ご

コ ツ と
l ク の

チ ラ 先

プ 隼

の

知 住

り ん

合 で

しヽい

の る

人 地

域

の

い て 自

な い 分

い る を

と 大

思 切

う に

人 息

は つ

そ

の

他

無

回

答

1

0 ．2

1

0 ．2

2 3

5 ．1

4 0

8 ．9

3 5

7．8

1 8

4 ．0

2 8

6．3

9

2 ．0

1

1 ．3

7

9 ．0

1 3

1 6 ．7

8

1 0 ．3

7

9 ．0

1

1 ．3

1

0 ．6

1 0

6 ．0

1 5

9 ．0

1 6

9 ．6

2

1 ．2

4

2 ．4

3

1 ．8

4

3 ．3

8

6 ．6

． 6

4 ．9

7

5 ．7

1 1

9 ．0

2

1．6

2

2 ．8

3

4 ．2

5

6 ．9

9

1 2 ．5

5 ・

6 ．9



（ 4 ）悩 んだ り傷つ いた り した ときの解 決方 法

お とな か ら何 らかの傷 つ き体験 を した とき につ いて は、 自

己肯定感の高い子 どもは、「我慢する」以外に 「他の人に相

談」 した り 「やめ てほ しい」 とい った りす るな ど、さ まざ ま

な解決方法が試み られているのに比べて、自己肯定感が低い
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あまりそ う思 わ な い
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全 体
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子どもでは、「我慢する」割合が突出して高か った （高い子

ども3 4 ．6 ％、低い子 ども 6 6 ．7 ％）。なお、相談する相手 と

して は、「親 」 が も っと も多 く （子 ど も全 体の 7 1 ．0 ％ ）、次

いで 「友だち」（同、4 8 ．4 ％）「担任の先生」（同、 19 ．4 ％）

が多かった。

「 お となか らの傷 つ き体験時 の解決方 法」（自己肯定感別）

が ま ん した 他 の人 に 相 放 した や め て ほ しい と言 った
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友 だち や先 輩 等 か ら何 らか の傷 つ き体 験 を した とき には 、

自己肯定感の高い子 どもも、低い子どもも、「我慢する」割

合が 高 い （高 い子 ども5 1 ．9 ％ 、低 い子 ども 5 0 ．0 ％ ）。 しか

し、自己肯 定感 の高 い子 ども は、 自己肯 定 感の 低い 子 ども よ

りも 、 自分 の言 葉 で 「や めて 」 といえ る割 合が 高か った （高

い子ども3 7 ．0 ％、低い子ども2 0 ．0 ％）。なお、相談する相

手と しては 、「親 」（子 ども全体 の 5 8 ．5 ％ ）、「友 だち」（同 、

全 体

そ う思 う

まあそ う思 う

あまりそ う思 わ な い

そ う思 わ な い

全 体

そ う思 う

まあ そう思 う

あまりそう思 わ な い

そ う思 わ な い

』ゝ

5 6 ．6 ％）「担任の先生」（同、5 0 ．9 ％）が多かった。

自己肯定 感の 高い子 どもの 方が 、悩 んだ り傷 ついた りして

も、 自分 ひ と りで抱 え 込 まず に 、 さま ざ まな手 を 打 った り、

やめ るよ う相手 にい える傾 向 があ るの に対 し、 自己肯 定感 の

低い子 ども は 、自分 の中 に抱 え込 む傾 向が見 られ た。 この 点

につ いて は、前 述 （ 2 ） に見 られ るよ うな身 近な 人 間と どの

ような関係 が築けて いるのか とも関わ りがある と考 え られ る。

「 友 だちや先輩 か らの傷 つき体験 時の解決方 法」（自己肯定 感別）

が ま ん した 他 の 人 に相 談 した や め て ほ しい と言 った

0 20 40 ¢0 80（l） 0 20 －0 60 80（l） 0 20 40 60 80（l）
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（27）

）4
n
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逃げ た・ 行 か な くな っ た しか え しを した

0 2 0 4 0 6 0 8 0 （％） 0 2 0 4 0 6 0 8 0 （l ）
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2 ．埼玉県の相談機関・救済制度の認知度と利用状況

（子ども）

埼玉県には、県独自の電話相談機関 「子どもスマイルネ ッ

ト」をは じめ と して、さまざ まな相 談機 関・享扱済制度 があ る。

中でも、「児童相談所の相談窓口」（2 6 ．6 ％）、「子どもスマ

イルネ ッ ト」（1 9 ．5 ％）、「子 ども ライ ン」（ 1 6 ．6 ％ ）、「埼玉

子ども虐待 1 1 0 番」（9 ．8 ％）については、他の相談機関や

救済利 度 に比べ れ ば、認 矢口されて いる 。 しか し、 これ らも 含

めて 、 ほ とん どす べ ての 制度 が 利用 さ れ て いな か つた （「子

ども ス マイル ネ ッ ト」 を利 用 した こと がな い －9 7 フ ％ 、 そ

れ以外 の機 関を利 用 した こ とがない －9 3 ．6 ％ ）。

制度 を知 っている にもか かわ らず利 用 しない理 由と し‾こは、

具体的な相談場所を知 らない（8 ．7 ％）、あるいは電話番号を矢口

らないといったもの（1 1．9 ％）、相談の受け手の質に対する懸

念（9 ．2 ％）や相談内容の秘匿に関する懸念 （1 1．0 ％）、相談に

対する期待感の薄さ（1 8 ．3％）などがあげられている。

このような実態がある一方で、相談機関や救済制度に対する

期待感もまた うかがえる。希 望する相談機関・救 済制 度 として 、

「 どん な話 でも聞いて受 けとめ て くれる電話相談」（4 9 ．2 ％）を

筆頭に、「秘密が守 られる電話相談」（4 3 ．0 ％）「自分 と年齢

の近 い話 し相手 がい ると ころ」（3 7 ．1％ ）「2 4 時間い つでも

かけ られ る電話相 談」（3 0 ．4 ％）「か け こめる ところ・ 逃 げ

込め ると ころ」（2 5 ．1％ ） とい うよ うに、すべ ての 項 目で一

定数の子どもの回答が得 られた。

◆まとめにかえて

子 ど もが何 らかの傷 つ き体験 を した とき 、 自己肯定 感の 高

低に関 わ らず 最 も多 か った回 答 は、「が まん す る」 であ った

（おとなか らの傷つき体験時－5 4 ．0 ％、友だちからの傷つき

体験時－4 4 ．8 ％＜ 参照 ：1 ．（ 4 ）の図＞）。そして、本来

そのような子どもの悩みを聞き、解決の糸口を探る役割を担

うべき相談機関・救済制度は、その役割を果たせているとは

いえ ない 現状 であ った 。 しか しなが ら、子 ども にと って利用

しやすい相談機関・救済制度となることができれば、その役

割を十分 果た す ことが 可能 であ り、期待 もさ れて いる ことが

うか がえた 。

毎日の生活に疲れている子 ども、自己肯定感を持てず、や

りがい を感 じる ことも な く生活 して いる 子 どもが 、安心 して

充実 した 生活 を送 れる ま ちをつ くるため に 、まず は民莞存 の相

談機関・救済制度を、子どもの利用 しやすいものに整備・充

実す る ところか ら、早 急 に手 を打 って い く必要 があ ろ う。

「 希望 す る相 談機 関・ 救済制度 」

n ＝（ 4 4 7 ）

どんな話 でも聞いて受 けとめてくれる

電話相談

秘密が守 られる電話相談

自分 と年齢 の近い話し相 手がいるところ

24時 間いつでもかけられる電 話相談

か けこめ るところ・逃 げ込 め るところ

その他

無回答

0 1 0 2 0 3 0 ヰ 0 5 0 6 0 く％）

「 学校安全」の保障にむけた国の動き

－「学校安全対策基本法案」国会上程の意義－

広島県や栃木県で発生 した事件をはじめと して登下校中の

子どもへ危害を加える事件が、全国各地で続発 している。ま

た、妻頻発 していた学校への不審者侵入事件は、一時ほどでは

ない に しろ 、依然 と して各地 で発生 して いる。 今年4 月 には、

奈良 県Jけ西町 で休 み時 間中の 校庭 に、ナ イ フをも つた男 が侵

堀 井 雅 道 （早稲田大学大学院博士課程）

入し、児童 を連 れ去 ろ うと した事 件も起 こつて いる （朝 日新

聞、 2 0 0 6 年 4 月 2 8 日付 ）。 その よ うな 状 況を み る と、「学

校安全」ひいては子どもの安全が、依然 として緊急の課題で

ある ことが わ かる。 そ して、 それ らの保 障 にむ けた具体 的 な

方策が 、社会 的 にも強 く求 め られて いる といえる だろ う。

子 どもの権利条約 第 84 号・ 2 006 年 7 月15 日号
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そのような社会的ニーズをふまえて、民主党は今国会 （第

1 6 4 回） に「学校安全対策基本法案」 を提出 した （2 0 0 6

年2 月 2 3 日）。この法案の意義は、国および自治体 （都道府

県、市町村）、学校設置者 （教育委員会等）の学校安全対策

の計画 の策 定や 、その 実施 に対 す る責務 を 明 らか に した こ と

である。これまで、国と しては文部科学省が、学校への不審

者侵入事件などが発生するたびに、「学校安全緊急アピール」

をは じめ とす る通達等 を、各 地の教 育 委員会 に通 先卜 発 令 し、

校門の施錠や監視カメラの設置、教職員の防犯訓練の実施、

地域や警察との連携などの対策を求めてきた。そして、それ

にしたがって、自治体がその地域及び学校の実状をふまえて

対策 を進め てき た。 つま り、 国が学 校 安全 には た してき た役

割は 「通達」が主であり、実質的な学校安全の対策は、自治

体ま かせで ある のが 実状 だ といえ るだ ろ う。そ のた め に、学

校安全の対策は、特に自治体の財政的事情に左右されるため

に、学校や地域ごとに不均衡で、十分に実施できていない地

域もある。そのような状況の背景には、学校安全を保障する

ための根拠規定 （法律）や基準が不在であ り、それがゆえに

学校安全を保障する責任の所在などが明らかでなか った こと

があ げ られる だろ う。そ の よ うな 意 味で 、この 法案 は 、学校

安全を保障する責任の所在を明 らかにしている点で意義深い

とい える。

そ して 、その よ うな国 な どの学校 安 全 におけ る責 務の 中で

も特 に注 目されるの が以下の 2 点 であ る。1 点 目は、国 （政 府）

が、学校安全対策における財政上及 び法制上の措置を行 うこ

とを明 らか に した 点で ある （同法案 6 条）。そ れ は、前述 した

ような自治体の財政的な理由により、学校安全対策 が十分に

取り組 めな い と ころも ある 現状 をふ まえ る と、意 義深 いも の

とい える だ ろ う。そ して、 2 点 目 は、学 校 に 「専 ら学校 安 全

対策 に従事 す る者 の配 置」 する こ とを示 した 点で ある （同 法

案1 1条）。これまでの学校安全対策は、実質的には教職員に

その実施が求められていた。しか し、教職員の本務 は子 ども

への教 育 であ り、教 職 員 自身も守 られる べき存 在 であ る こと

や、教職員の負担が増力ロしている現状などをふまえると、片

手間で学校安全対策を行わざるをえない状況だったといえよ

う。そのような意味で、学校安全 に専念する者が学校 に配置

される とい う点 は、教 職員の 負担 を軽減す るばか りではな く、

より十分 な学校安全 の取 り組 みを期待 でき るものだろ う。

以上のような法案は、国レベルで学校安全を総合的に保障

して い く上 で も早期 の成 立 が求め られ る が、 これで 十分 なわ

けではない。現在進行形の学校安全対策の中で、学校への監

視カメラ等の設置や、子どもへの携帯電話、 G P S 機器など

の配布などが行われているが、それについて子どもや教職員

などの プ ライバ シー の侵 害の 恐れ や、 開か れた 学校 づ く りへ

の女方げな ども指 摘 され てい る。 また 、も っと具体 的 な学校 安

全の対 策 は、 やは り地域 や学 校の 特色 、そ して守 られ る子 ど

もや教職員、また保護者や市民な どの声をふまえて計画 、実

施され るべ き であ る。そ の よ うな 点 をふ まえて 、今後 、 との

法案をきっかけに、具体的な学校安全の保障に向けて、各自

治体 （地域 ） にお いて は条例・ 計 画づ く り、そ して学 校 にお

いて は指針 づ くりが求め られ る。

教育基本法を変えるより、生かすことが大切

教育 の憲法 と位 置づ け られる 教育 基本 法が 変え られ よ うと

している。政府の「改正」案は、その提案理由、手続、内容

におい て、あ ま りにも大 きな問題 を は らん でい る。

「 改正」の必要があるのか

「改正」推進派は、教育基本法が占領下でつくられたので、

自主 的 に制 定 し直す 必要 があ る と しば しば 言 う。 この ような

主張は、教育基本法制定の歴史的経緯をあまりに知 らなすぎ

る。占領 下で つ く られ た ことは た しかであ る が、制 定過 程 で

は日本側 の 自主的 でか つ丁寧 な審 議 がなさ れ てお り、 アメ リ

カが 日本 に押 しつけた とい う指 摘 はあた らな い。

また、今回の 「改正」にあた っては、教育基本法の 6 0 年

についての最低限の検証もなく、今日の教育課題を何の実証

巨岩
教育 基本法 に原 因が あ るかの よ うに責 任を 押 しつけ て

どもの権利集約 第 84号・ 200 6年 7 月 15 日号

荒 牧 蛮 人 （山梨学院大学）

おり、お よそ法 改正論 議の レベル に達 してい ない。

しかも、政府の 「改正」案は、政権与党内の検討会におい

て、審議 はすべて非公開、そこでの文書もその場で回収する

とい うよ うな や り方 で合意 した もので ある 。まさ しく「密 室」

で作成された案を、充分な国会の審議を経ず して拙速に成立

させよ うと してい る。

国家を統制する法律から国民・個人を規律する法律へ

政府の 「改正」案の内容を見ると、現行教育基本法の性格

を根本的に転換するもので、改正ではなく、新たに制定 し直

すもの にな っている。現行法は、教育勅語下で教育が国家

（＝天皇）に対する臣民の義務とされ、教育を通 じて忠君愛

国の人 づ くりがな され た ことな どへの 反省 のも と に制 定 され

た。そこでは、人は個人と して尊重され （憲法 1 3 条）、教育



は権利であり（憲法2 6 条）、その教育は「人格の完成」とそ

れを基礎に した 「平和的な国家及び社会の形成者」の育成が

目的とされた （教育基本法 1条）。そのために、「不当な支配」

に服することない教育の直接責任制を規定 し、教育行政には

その条件整備を義務づけたのである （同 1 0 条）。つまり、教

育に国 が介入 して 、 自 らの 都合 の良 い人 間づ く りを する こ と

を否 定 し、教 育の 在 り方 につい て は国民 （今 日では 日本 国籍

を持 つ もの とい う狭い 意味 で はない ）の 自主・ 自律 にゆ だね

たのである。 このような教育基本法の理念や内容は、国際人

権規約や子どもの権利条約等の国際水準とも合致するもので

ある。

ところが、政府の 「改正」案は、教育を通 じて国家が求め

る人 材 を養成 しよ うと してお り、教 育基 本法 の趣 旨 や内 容を

1 8 0 度転換させるものにな っている。「改正」案2 条の教育

の目標 にあ る 「態 度 を養 う こと」 とい う文言 に象徴 され るよ

うに、「我 が 国 と郷 士 を愛 す る」 こ とを は じめ （すで に学習

指導要 領等 で示 され てい る）多 くの 徳 目を掲 げ 、 これ らの徳

目を法 律 規 定 に して 「強 制 力 」 を 持 た せ よ う と して い る 。

「 愛国心」をめぐる表現方法の問題ではなく、法律が入 り込

んで はな らない心 の持 ち よ うを規律 しよ うと して いる こと が

最も大きな問題である。また、改正案の 1 6 条や 1 7 条では、

法律の 定め る とこ ろに よ り教 育 が行 なわ れる もの と し、国が

教育施策を総合的に策定・実施することにな っている。徳目

の入つた法律や画の教育振興基本計画 によって教育を統制 し

ようと して いるの であ る。

教育基本法を子どもの権利条約とともに

i毀府の 「改正」案は民主党の 「改正」案とともに継続審議

にな った。9 月に予定されている新首相指名のための臨時国

会において、教育基本法 「改正」審議が最優先されるようで

ある。教育の憲法である教育基本法からすれば、通常の法改

正手続よりも慎重かつ厳格なプロセスが必要とされる。

これを機会に、教育基本法は生かされてきたのか、今 この

法律 を生 かす には ど う した らよいの かな ど を考 え話 し合 って

みてはどうだろうか。教育基本法の理念やその実現方法は人

権と平和 の 世紀 と言 われ る 2 1世 紀 にこそ リア リテ ィを 持つ

時代で ある 。今 回の 「改正」実 は 「新 しい時 代 にふさわ しい」

どころか 時代 に逆 行す るも の である と言 わ ざる をえな い。教

育基本法を変えるのではな く、国際人権規約や子どもの権利

条約 な ど真の意 味 での グ ローバ ルス タ ンダー ドと言え る国際

基準をもとに教育基本法を生かすことが今日の教育状況への

対応 と して ふさ わ しい 道で あろ う。

イメージによ らず事実を見つめる

一少年法第二次「改正」と教育基本法「改正」の問題状況－

「社会 の一 員 と して の 自覚 を失 いか けた子 ども」 や 「不 安

を抱え た 社会 」 に対 して 、「強 い力 」 で導 き ま しょ う。安 心

して、お まかせ くだ さい。

これは、今国会で継続審議扱いにな った少年法第二次 「改

正」と教育基本法 「改正」、両法の 「改正」を促す発想に通

底する メ ッセー ジだ 。社会 的 な価 値観 を大 き く変 え るも ので

もある 。

福祉的な対応を採 ってきた 1 4 歳末満の非行少年 （中 1 、

小学 生） につ いて 、少 年 院収 容 を可 能 に す る とい う。 また 、

家庭や学校、地域での補導等の監視 を弓垂化する予定であ る

（警察 に よる 「ぐ犯」 の お それ に つい て の調 査 権）。 ぐ犯 は、

家に寄 りつかな い な ど将 来犯 罪 を犯す お それ をい うが 、さ ら

にその虞れを調査する権限というのだか ら、限定のない調査

権限 を警 察 は 持 つ こ と にな る。 地 域 社会 での 立 ち 直 りで も

（保護観察処分）、指導に従わないとき少年院収容を可能にす

る新たな措置も執る。少年法は、制裁的な威嚇を利用すると

いうので ある 。

教育基本法 「改正」案でも、公共心や愛国心についてその

到達 「目標」 を 掲 げて 、期 待 され る 子 ど もへ 導 こ うとい う。

日本文 化や 伝統 とい う価値 的 な力 で、 牽引 しよ う とい うわ け

である。「力わざの立法」が大はや りだ。基本法は、教育 ・

学び の主体 は 国民で あ り子 ども 自身で ある こ とを示 してきた

が、その主客の転換をはかるものだ。よく注意 して法案を読

佐 々 木 光 明 （神戸学院大学）

むと、 学校 、地域 か ら親 まで そ う した精 神 を育 むため に、行

政と とも に協力 すべ き とい う。異 を唱 えた り、 意に添 わな い

人間は 、指導 が必要 な人物 とさ れそ うでもあ る。

両法の 「改正」 に共通するのは、子 どもと大人を問わず

「 期待に添わない・応えない人間」を結果的に選り分けるこ

とを容 認 してい くことだ 。そ れ も、誰 もそ んな こ とになる と

も思 わず に、 まさ かと思 い つつ 、知 らず にそ う した事 態 を導

いて い く こと にな る だろ う。教 育基 本 法 と少 年法 が求 め た 、

「 人 との 関わ り （＝信頼 の 契機 ） の も とで 人間 は未 来 を拓 い

てい く」 とい う理念 は根 底か ら崩 れる。

力 でね じ伏 せ る かの よ うだ 。人 が 「力 （権 威 、威 嚇 …）」

に頼 ろ うとす るの は、不 安 な ときで あ り、イ メー ジがそ れを

増幅 しがちである。年少少年の凶悪化等が強調され、厳罰化

の法 改正 が提 起 される い ま、増 え ている 犯罪 は何 か ？とのア

ンケ ー トで は 、「殺 人」 と応 え る 学 生 が最 も 多 い 。 しか し、

実際は増えていない。「子どもの凶悪犯罪が多発 し、不安が

増幅す る社会 」 い うイ メー ジは、確 かめ る すべ を持 たな い ま

ま増幅されている。いま必要なのは、子 どもの学びや学校の

実態、さま ざまな場 にい る子 どもの実 状 を知る機会 をつ くり、

立法提案 とつ き合 わせる こ とだろ う。

「事実・実状」を前にして「悩み」を深め、抱え込んだ葛

藤が次 への 知恵 を生 み だす 。イ メー ジに よ らず 「実態 に迫 る

力」 を育む こ とがい ま求 め られて いる。

子 ど もの権 利 条 約 第 84 号・ 20 06 年 7 月 15 日号
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児童福祉改革と児童相談所の現状・役割

近年、少子化が進行する中で、子 ども虐待、子 どもにまつ

わる犯 罪や非 行 、子 どもの 家庭 の貧 困化 な ど、子 どもを と り

まく問題 は深刻 な状況 を呈 して いる。

国で は 「子 どもの生 活 や権利 を いか に して 守 り、支 え 、健

全な成 長 と自立 を支援 してい くか」 が論 議 され 、すべ て の 自

治体および3 0 0人以上の事業所で策定された次世代育成支援

行動計画が 2 0 0 5 年度には実施され、その中心として児童福

祉施策が期待されている。また今年度は改正児童福祉法が施

行され、児童虐待防止対策等の充実・強化、新たな小児慢性

特定疾患対策の確立などの措置がとられている。

一方、地方分権が進むそれぞれの 自治体では、役割 は増え

るが財 源 は厳 しくな る中 で、 どの よ うに独 自の 子 ども や家庭

への福祉的な支援をするのかを迫 られている。その結果、工

夫がな され る 自治体 と、 なさ れな い 自治 体 の差 は、今 後 さ ら

に歴 舞篤と して くる こ と にな る。子 ども を始 め 当事 者 の 参カロ、

市民や N P O などとの協働など、急速に児童福祉現場は変化

して いる。

ここでは、子どもの権利侵害である虐待対応の最前線であ

る児童相談所の問題を取 り上げる。

児童相談所は、児童福祉法に基づき都道府県及び指定都市

に設置が義務付け られた児童福祉の専門行政 機関であ り、

「子 ども の最 後の 砦 」 と言 わ れて い る 。子 ども と 家庭 に関す

るあ らゆ る相談 に応 じ、必要 に応 じて子 ども を一時 保護 した

り、児童福祉施設への入所措置を行った りするなど、行政的

な権限（行政処分）を持 った総合的な子どもに関する相談支援

機関である 。

児童相談所の現場では、日々、虐待の通告が多く、その対

応でかな り多 くの 時間 を費 や してい る。近 年 では 、虐待 も よ

り広 い 概 念 で あ る 「マ ル トリー トメ ン ト 【m a lt re a t m e n t】

（大人の不適切な関わ り）」な どへの対応も行われており、身

体的 虐待・ ネ グ レク ト・ 性的 虐待・ 心 理的 虐待 の中 の い くつ

かの要素が重なって子どもが苦痛を受けている状態への対応

も行われている。また、経済基盤が脆弱であった り、保護者

が過去に虐待を受けていた り、精神疾病のために子どもの生

活が脅 かされ てい る こと （実 際 には家 庭全 体 をサ ポー トして

いくこ とが必 要） に対応 する 実例 も多 くな って きて いる。

たとえ ば、 虐待 か ら不 登校 や非 行 につな が るケー ス も数多

い。毎 日同 じ服 装 で登 校 し入浴 も でき て いな い ケー ス 、「 し

といい な が ら子 ども に罰 や 苦痛 を与 え て い るケ ー ス、

子ど もの権 利 条約 第 84 号・ 2 006 年 7 月15 日号

醒二

保 科 健 （こども福祉研究所研究員）

子どもを留守番させて保護者がパチンコヘ行 っているケー

ス、家で十分に食事させても らえず給食で何とか栄養が確保

できて い るケー ス ……な ど、 社会 的認矢口や 虐待対 応 の幅 が広

がり、 虐待 の相 談 が殺到 して お り児童相 談所 の機 能 はパ ン ク

状態 にある 。

この よ うな子 ど もたち への 支援 や子 ども の権利 擁護 と い う

重要な課題に対応するため、児童相談所では、今まで以上の

相談体制や専門性の強化が求められており、新たな相談援助

の枠 組 み や ソ ー シ ャル ワー ク 技術 の 開 発 が 必 要 とさ れ て い

る。

虐待や非行な ど複雑な問題が多 く絡み合っているケースで

は、児 童相 談所 だ けでの 問題角牢決 は難 しく、関係 機 関、地 域

社会との連携・協力が不可欠である。そのために2 0 0 5 年施

行の児童福祉法改正が行われ、新たな地域社会の役割と して

子ども（子育て等）に関わる一次相談が自治体に課せられ児童

相談所との役割分担が求められ、さらに地域における支援活

動や見守りなどの対応策と して要保護児童支援地域協議会の

設立が自治体に要請されている。

そ して 、児童 相談 所 は、 と りまとめ役 （コー デ ィネー ター

機能） とな って ネ ッ トワー クを円 滑 に運 営 するた め によ り高

度な専 門性 が必 要 とされ 、適 宜ケ ース カ ンフ ァ レンスを開 催

した り、情 報交 換 した り しな が ら子 どもの 生活 や安全 を地 域

社会で支 援す る体制 を強 化 してい く役 割が 求め られて いる。

今後 は 、児童 相談 所の 改革 だ けでな く、 ネ ッ トワー ク に参

カロす るすべ ての 機 関や個 人な どが 、地 域社会 で いか に子 ども

や家 族 を 支 え 子 ど も 自身 が 自立 してい け る よ うに機 能 す る

か、 これ までの 枠組 み とは異 なる 方法 、 システ ム作 りに向 け

ての取 り組みが求められている。少子化対策が社会全体の課

題とな ったよ う に、子 どもの セー フテ ィネ ッ トも児童 相談所

だけでなく地域社会全体で支える仕組みに変わってきつつあ

る。
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亨どもの権利 は赤 ち やん か ら

～ 子 育 て が ラ ク に な る ヒ ン ト教 え ます ～

2 0 0 6 年5 月 14 日（日）14 ：0 0 － 16 ：3 0 、早稲田大学文学

部第 1会議室にて、 1 5 周年記念イベン ト「子 どもの権利は赤

ちやんか ら～子 育て が ラク になる ヒン ト教 え ます～ 」 を行 い

ました。 おとな約 5 0 名 、子 ども約2 0 名の参 加が あ りま した。

意見表明は言葉だけではない

ま ずは じめ に、

二さん か ら、乳

幼児期か らの子

ども 参 力引 こつ い

て報 告 を して い

ただ き ま し た 。

2 0 0 5 年 9 月 に

国連子 どもの権

利委員会が採択

した一般的意見

子どもの権利の国際的動向に詳 しい平野裕

第7 号には、「権利の保有者／社会の積極的主体」 としての乳

幼児 観が 現れ てい ます 。 とはい え、赤 ち やん の権利 を わた し

たち は どう と らえ てい けば いいの で しょうか 。た とえ ば、赤

ちやんの参 カロに関 して 、「乳幼 児の 意見 およ び気持 ち の尊重 」

とい う言葉 が使 わ れて いま す。 つま り泣 き声 など も子 どもの

意思 の表 明で ある とい うことな ので す。 そ して、身 近 なお と

なが赤 ち やんの 声 に耳 を傾 ける こ とか ら、赤 ち やん の参 カロが

始ま ります 。

ニンジンを食べるか食べないか、あなたが決 るのよ

弁護 士で もあ り、3 児 のマ マで もある坪 井節 子さ んか らは、

ご自身の経 験 を交え て 、子育 て に子 どもの 権利 を活 か すと は

どの よ うな ことなの か を語 って いた だき ま した。 た とえば食

事の とき 、「これ を食べ な けれ ば、 デザ ー トをあ げな いわ よ」

とお子 さ んに言 って いた の が、次 第 に接 し方 が変化 してい っ

たそ うです。

「ニンジ ンには

ど夕 三 ン A って

いう栄 養 素 が あ

つて 、これ を 食

べな い とお 目 め

がみ えな くな っ

ちや うかも しれ

ない の よ。 だ か

安 部 芳 絵 （子どもの権利条約ネットワーク）

らお母 さんはあなた にニンジ ンを食べ てほ しいの。 でも、食べ

るか食べないかはあなたが決めるのよ。」そ して、ついに2歳

のお子さ んがニンジ ンを□にする 日がやってきま した 。子 ども

の意見 を尊重 する とい うことを くら しに置き換える というの は

こうい うことなの だと、 リアル に実 感できたお話で した。

赤ち ゃんと共 に学 ぶ

当 日は 、会 場 に2 0 人 近 い乳 幼児 が あ ふれ 、楽 しそ うに遊

んでい ま した 。参 カロ者 の方 に は、あ らか じめ 「この イベ ン ト

は当 事者 であ る赤 ち やんや幼 い 子 ども たち と楽 しみた いと思

います。 そ こで、 赤ち やん や幼 いお 子 さんが 泣いた り、 ぐず

つた り、騒 い だ り して も どうか 見守 って あげ て くだ さい 。泣

いて いる 子 や ぐず っている子 をあや すの が得 意 とい う方 はぜ

ひその 技 を披 露 して くださ い」 と、お願 い してあ りま した 。

折 り紙 や お絵か き でさ りげな く子 ども をあ や して くれ るお

じさ ん、 よち よち 歩 きの子 が近 づ くとニ ッコ リ笑 って くれる

ママさんたち。会場か らは 「泣き声や騒ぐ声もそんなに気に

ならなか った」 とい う声が 多 く聞か れま した 。子育 て をラク

にす る の は、 この よ うなみ な さん の 「あ たた か なま な ざ し」

なの では ない か と感 じま した。 今後 は、世 代 を超え て子 育て

経験・ 愚痴 ・悩 み・ 喜 びを語 り合 え るよ うな場 も創 って いき

たい と考え てい ます。
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「 体罰」等に関する一般的意見8 胃を採択

一子 どもの体罰 の全面禁 止 をあ らためて強 調 －

国連・子 どもの権利委員会は、第 4 2 会期 （2 0 0 6 年 5 月

15 日～6 月 2 日）、「体罰 その 他の残 虐 なまた は品 位を 傷つ け

る形 態の 罰か ら保 護さ れ る子 どもの権 利」 に関す る一 般的 意

見8 号を採択 した （以下、〔 〕内の数字は未編集版のパラグ

ラフ番号）。 2 0 0 0 年および 2 0 0 1 年に委員会が開催 した 2

度の一般的討議を踏まえつつ、「子どもへの暴力 に関する国

連事務総長研究」が今年の秋にも完結する状況をにらんで作

成された もので ある。

ここで い う体罰 とは 、「有 形力 が 用 い られ 、 かつ 、 どん な

に軽い もの であ っても 何 らかの 苦痛 また は不 快感 を引 き起 こ

すこ とを意 図 した罰」 を指 す。 有形力 が 用い られ ない 場合 で

も、「子 ども を けな し、 辱 め、 侮辱 し、身 代 わ りに仕立 て 上

げ、 脅迫 し、 こわ が らせ 、ま た は笑 い もの に する よ うな 罰」

は、残虐 なま たは品位 を傷 つけ る罰 と見な され る 〔1 1〕。

子 どもの権 利 条約 にも とづ き、 この よ うな 形態 の罰 は 、学

校その他の施設で行なわれるものであるか、家庭で親 によっ

て行な われ るも のであ る かを 問わず 、 すべ て禁 じられ な けれ

ばならない。これが今回の一般的意見の基本的主張である。

この ことは－ と くに体罰 を全 面禁 止 する 必要 性 につ いて

は一 委員会がかねてか ら強調 してきたことであり、日本も

2 度にわた って勧告を受けてきた。 2 0 0 4 年現在、 1 5 か国

が体罰 の全 面禁止 に踏 み切 ってい る （ス ウ ェー デ ン、 フィ ン

ラン ド、ノル ウェー 、オ ース トリア、キプ ロス、デ ンマー ク、

ラトビア 、ク ロア チ ア、 ブル ガ リア、 ドイ ツ、 イス ラ 工ル 、

アイ スラン ド、ハ ンガ リー、ル ーマ ニア 、ウ クライナ ）。

もち ろん、 委員会 は 「しつけ およ び規律 の維 持 とい う積極

的概 念」 まで否 定 して いるわ けで はな い。 子 ども が社会 で責

任ある生 活 を送 れ る よ うに なる よ う、「子 ども の 発達 しつつ

ある能 力 に一 致 す る形 で 必 要 な 指導 お よび 指 示 を 行 な う こ

と」 が必 要で ある こ とは、委 員会 も認 め てい る ところ であ る

〔 1 3 〕。

ただ しそ れ は 、体罰 等 を用 い る ので は な く、「積 極 的 かつ

非暴力 的 な」、 な おか つ子 ども参 加 の促 進 に つな が る よ うな

子育て・教育実践を通 じて行なわれなければならないのであ

って、 この ような子 育 て・教 育 をあ らゆ る場面 で促 進 して い

かな けれ ばな らな い 〔3 8 ・ 4 6 ～4 9 〕。「虐 待」 を しな い よ

けでは不十分なのである。

権利条約 第8 4号・ 200 6年 7 月15 日号

平 野 裕 二（ARC）

とは い え 、体罰 を全面 的 に禁止 す る こ とは、「親 に よる 子

どもの体罰が明るみに出た場合 に、すべての事案で親が訴追

されな けれ ばな らな い」 とい う ことを意 味 するわ けで はな い

〔 4 0 〕。体 罰禁 止の 第一 の 目的 は 「予 防」 にあ り 〔3 8 〕、「懲

罰的ではな く支援的かつ教育的な介入を通 じ」た防止措置が

まずは求 め られ る 〔4 0 〕。

もっとも、教職員や施設職員など親以外の者による体罰等

につい ては 、訴追 、懲 戒措 置 また は角牢雇 と い う選択 肢 も必要

である 〔4 3 〕。 体罰等 が 禁 じられ てい る こと、体 罰等 を実 行

した者 に対 して制 裁 が課 され る可 能 性 があ る こ とを、「子 ど

もに対 して も、 ‥‥‥子 ど もと とも にまた は子 ども のた め に働

いてい るす べて の者 に対 して も、広 く知 らせ てお くことが不

可欠であ る」〔4 3 〕 とい う指摘 も、重 要で あろ う。

体罰 を全面 禁止 す ると い うこ とは、親 子 関係を は じめと す

る子 ども との 関係 を人 権の 視点 か ら見直 す ことで ある 。それ

は同 時 に、委 員会 が指 摘 する よ う に、「社会 の あ らゆ る形態

の暴力 をカ或少させ 、か つ防 止す るた めの 鍵 となる戦 略」〔 3 〕

でもある。日本も、児童虐待防止法や民法の規定を見直 し、

委員会の勧告に沿った対応をとることが必要である。

◆一般的意見8 胃その他の関連文書の日本語訳は筆者のウェブサイ

ト参照 。

h t tp ：／／h o m e p a g e 2 ．n ifty ．c o m ／C h i旧「ig h ts ／
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東京都小金井市の

子どもの権利条例策定作業にかかわって

～私的感想

はじめ に

私は、東京都小金井市に居住する4 0 代後半のサラ リーマ

ンである。市の 「子どもの権利条例市民会議」 に応募 し、た

またま権利条例策定作業にかかわ ったので、個人的な感想を

書いてみる。小金井市の子 どもの権利条例を巡る状況、市民

会議の運営方法等は、文末の資料に詳しく掲載されている。

1 ．ぴ っくり仰天

私が市の子どもの権利条例策定委員会 （学識経験者、市民

等1 0 名で構成）を傍聴に行 ったのは、たまたま友人が市民

公募 で委 員 とな ったか らで あ った 。子 ど もの権 利 と言 うぐ ら

いだから、小さな子 どもを持つ親を中心に委員が構成されて

いると無意識に思い込んでいた。ところが、委員会が開催さ

れて いる会 議室 の ドア を開 けた ら、そ こには高 齢 の方 々が机

を並べ て いた。 び っ く りして、 て っき り部 屋 を間違 え た と思

った私 は一旦外 に出て、「高齢者福祉の委員会かな・・」と

会議 室 入口 の掲 示 を みた ら、 や っぱ り「子 ども の権 利 ・・ 」

と書 い てあ る 。「間 違 い じやな か ったん だ 。 でも お 孫 さん の

いる よ うな 人 が ど う議 論 す るん だ ろ う・・ 。」 と困惑 気 味 に

傍聴席に。

2 ．もいちど ビック リ仰天

次 にび っく りした の は、委 員の 中か ら「権利 なん てい うと、

子ども が我 優 にな る」 とい う意 見 が複 数 出 た こ と。「え ？権

利条例 策定 の委 員会 じ やな いの ？」 まさ か、策 定 のた めの 委

員会 で 「子 ど も に権 利 はい らな い」 とい う話 が出 る とは思 い

もしなか っ7こ。そ の後 、だ んだ んそ うい う対 立 もあ るこ とが

分か ってき たが・ 。 その後 3 年間 、 これ を聞 か され る はめ

にな る とは・ 。

3 ． ど どめ の び っ く り・ ・ ・

さ らに ビ ック リ した の は、子 どもの 権 利を 正面 か ら認め る

ことに 「否定的」なのは、ほとんど小中学校の学校関係者だ

つた こ と。「権 利 なん て教 える と 、先 生の 言 うこ とを 聞 かな

くな る」「指 導 が で きな い」 と い った 芙頁の 発 言 が繰 り返 され

る。「そ こまで 子 ど もが怖 いの か い ？」 とい うの が 率直 な 感

想だ った。少 な くとも 、学 校 は子 どもの 権利 を守 る と ころで

はない と痛感。

大 森 信 吾 （小金井市おとな会議座長）

4 ．事虞 しい ビ ック リ

市では子どもを集めた 「子ども会議」 も開催された。子ど

も会 議の リー ダ ー2 人 が市 民 会 議 に挨 拶 に 見え られ た。「ワ

オ！思 い っき り茶 バ ツ じやん ！」 そ う、 まさ に今時 のあん ち

やんそのままの風貌。で、2 人が挨拶 したのだが、それは立

派な 挨 壬夢で 、「ワ オ ！しっか り して る じ ゃん ！」 と ビ ック

リ！ど こかの教 員 よ りよ っぽ ど しっか り してたな あ・ 。

5 ．教訓

江戸時代の人に 「農民の権利」を説いても理解不能のよう

に、一昔前の教育観の人に 「子 どもの権利」を説いても理解

不能 。 コペ ルニ クス 的発想 の転換 を しない と無理 かも。

学校 は子 どもの 権利 を 守 り、育 てる場 所 では な く、子 ども

を管 理 し、言 うこと を聞 く 「良 い子 」 を育 てる場 所。 で、良

い子 は社 会 に出た ら 「言 われた ことをす れ ば叱 られな い」 と

いう指示 待ち 大人 にな って、 も う一 度教 育 しな いと使 い物 に

ならない （笑）。

「 小金井市子どもの権利に関する条例」参考資料

・ 東京都小金井市ホームページ・権利条例資料

h tt p ：／／W W W ．C it y．ko g a n e i．】g ．jp／ka k u k a／fu k u s h ih o k e

n bu ／jid o u s e is yo u ne n ka ／z垣yo u／ko d o m o no ke n n「i／

file s ／a ，P d f

・「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2 0 0 5

in 市川 報告資料集

・ 高木章成「『子ども最善の利益』の政策構想～『小金井市

子どもの権利に関する条例』制定動向を中心に～」

子どもの権利研究9 号

子どもの権利条約 第 84 号・ 200 6年 7 月15 日号

』
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★★★★★★2 0 0 6 年度 定 期 線 会 報 告 ☆★★★★★

『子 どもの権利 の普及啓発・学習 のみな らず、今 後 はファシ リテータ一等 の子 ども支援者 に関する養成 や実践 交流、t 般 的な

普及 に取 り組 んでいきたい』『（新運営委 員が増 え）新 しい風 を入れ、いい活動 ができればいい』 との喜 多明人代表 の挨拶 の もと、

2 0 0 5年 5 月14 日（日）、早 稲 田 大 学 に て 、「子 ど もの権 利 条 約 ネ ッ トワ ー ク2 0 0 6年 度 定 期 総 会 」 が行 わ れ ま した。

昨年度（2 0 0 5 年度）の主な活動は以下の通 りで した （詳細

は、総 会決 定集 を ご覧 くださ い）。

①子 どもたちの意見表明・参加を支え、子どもとおとなのパ

ー トナー シ ップ を すす め るた め に 、 18 歳 以下 の 子 ども の

企 画 運 営 に よ る子 ども の権 利 条約 ネ ッ トワー クイ ベ ン ト

「自分が変われば世界が変わる」を実施

（ 訂「子 どもの 権利 条約 って な に ？」「子 ども と向 き合 う」 を コ

ンセプ トに した セ ミナー を7 回開 催

③フ ァシ リテ一 夕ー養 成講座 を実 施 （全 10 回）

④「子 どもの 権利 条約 フ ォー ラム in しが」（2 0 0 5 年 1 2 月3

日－4 日／滋賀県近江八幡市）の実施

⑤ニ ュー ス レター（年4 回）、 メール ニ ュース（毎月 1 回）を発 行

2 0 0 6 年度は、1 5 年前の設立時の初心を再確認 し、改め

て条約 の精神 を 社会 に広 めて い くこ とに重点 を置 き 、下 記の

事業 に取 り組 む 予定 でい ます 。皆様 の ご参加 、 ご協力 を よろ

しくお願いい た します。

（ 》子どもの意見表明・参カロを支えるために必要な環境整備、

特に人的サポー トのあ り方についての意見交換・経験交流

を行な う

②子 どもの 権利 条約 の視 点か らさ ま ざまな 問題 を取 り上 げ る

セ ミナー を適 宜開 催 する（フ ァシ リテー タ一 入門 セ ミナー 、

権利条約基礎講座など）

③フ ァシ リテ 一夕一 義成講 座 を開催 する

④「子 ども の権利 条約 フ ォーラ ム in くまも と」（2 0 0 6 年 1 1

月 1 1 日－ 1 2 日／熊本県熊本市・熊本学園大学）の開催を

呼 びか ける

（ 卦ニ ュース レター（年4 回）、メ ールニ ュー ス（毎月 1 回）を発 行

する

（ 卦フ ァシ リテ一夕ー ・講 師の派 遣、紹 介 を行 う

☆2 0 0 6 年度役員体制

定期総会を受け、今年度は下記の役員体制で活動を担いま

す。 1年 間、 よろ しくお原凱′1い た します。（敬称 略・ 5 0 音順）

代表 ：喜多明人

副代 表 ：荒牧重人

事務局長 ：林 大介

事務局次長 ：赤 池悦 子／天 野 隆／ 内田塔子

会計 ：中村たつみ

運営委員 ：安部芳絵／沖川和生（新）／唐木優衣／

岸畑直美（新）／北 幸江／小玉絹主工／

鈴木正昭（新）／田家文衛／南雲勇多（新）／

長谷部真琴／平野裕二／山田奈津帆／好光紀

今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！

」■
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監修 荒牧重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各4 8ペー ジ／A 4変型判 ／ オール カラー

揃定価17，糾0 円（揃本体16，800円）

各巻定価2，94 0円 （本体2，80 0円）
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“自分 をたいせつ に付か らは じめ よう

いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわりも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子 編著

喜多明人 編著

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子 編著
立ちあが るせ界 の子どもた ち 甲斐田方智子 編著

情報 を得るこ と伝 えること 野村武司・ 平野裕二 編著
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